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すべての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する
機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮
することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会を
実現

毎年度、次の分野の政府が講ずべき施策を盛り込んだ重点計画を策定しつ
つ推進

• 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成
• 教育・学習の振興と人材育成
• 電子商取引等の推進
• 行政の情報化（電子政府の構築）
• 高度情報通信ネットワークの安全性、信頼性の確保

高度情報通信社会推進に向けた基本方針
（１９９５年２月高度情報通信社会推進本部決定。１９９８年１１月改定）

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法〔ＩＴ基本法〕
（２０００年１１月成立、２００１年１月施行）

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法〔ＩＴ基本法〕
（２０００年１１月成立、２００１年１月施行）

理 念理 念

重点政策分野重点政策分野

社会全体の情報化社会全体の情報化



わが国のわが国のITIT戦略の歩み戦略の歩み

重点的取組課題
・電子政府・電子自治体
・医療の情報化
・教育の情報化
・情報セキュリティ 等

2001 2002 2003 2004 2005 ～

◆ＩＴ基本法

◆IT戦略本部設置
（本部長：内閣総理大臣）

e-Japan戦略

(2001年1月)

インフラ等、基盤整備

e-Japan戦略Ⅱ

(2003年7月)

戦略Ⅱ加速化ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

(2004年2月)
世界最先端
のＩＴ国家

「e-Japan重点計画」

(2001/3)

「e-Japan重点計画2002」

(2002/6)

「e-Japan重点計画2003」

(2003/8)

ＩＴ利活用重視
（先導７分野）
医療、食、生活、中小企業金融、
知、就労・労働、行政サービス

「e-Japan重点計画2004」

(2004/6)

「IT政策パッケージ-2005」

（2005/2）

2005年末に向けて
・世界最先端の評価・検証
・今後のＩＴ戦略



国別の電子政府評価ランキング国別の電子政府評価ランキング
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国連「世界公共部門報告」 2004年11月
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早稲田大学
「第１回世界電子政府評価ランキング調査」 2005年1月

国連調査国連調査 民間調査民間調査

１位 米国

２位 カナダ

３位 シンガポール
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2004年



電子政府電子政府のの取組経過取組経過

高度情報通信ネットワーク
社会形成基本法（IT基本法）
（2000年11月成立，2001年1月施行）

高度情報通信ネットワーク高度情報通信ネットワーク
社会形成基本法社会形成基本法（（ITIT基本法基本法））
（2000年11月成立，2001年1月施行）

高度情報通信社会推進に向けた基本方針高度情報通信社会推進に向けた基本方針
（1995年2月高度情報通信社会推進本部決定，

1998年11月改定）

e-Japan 重点計画（2001年3月）ee--Japan Japan 重点計画重点計画（2001年3月）

e-Japan 重点計画-2002（2002年6月）ee--Japan Japan 重点計画重点計画--20022002（2002年6月）

e-Japan 重点計画-2003(2003年8月)ee--Japan Japan 重点計画重点計画--20032003(2003年8月)

e-Japan重点計画-2004
（2004年6月ＩＴ戦略本部決定）
ee--JapanJapan重点計画重点計画--20042004
（（20042004年年66月ＩＴ戦略本部決定）月ＩＴ戦略本部決定）

ITIT戦略本部戦略本部

e-Japan戦略
(2001年1月IT戦略本部決定)

ee--JapanJapan戦略戦略
(2001年1月IT戦略本部決定)

e-Japan戦略II
(2003年7月IT戦略本部決定)

ee--JapanJapan戦略戦略IIII
(2003年7月IT戦略本部決定)

高度情報通信高度情報通信
社会推進本部社会推進本部

行政情報化推進基本計画
（1994年12月閣議決定）

行政情報化推進基本計画行政情報化推進基本計画
（1994年12月閣議決定）

電子政府構築計画
(2003年7月CIO連絡会議決定，

2004年6月改定)

電子政府構築計画電子政府構築計画
(2003年7月CIO連絡会議決定，

2004年6月改定)

今後の行政改革の方針
(2004年12月閣議決定)

今後の行政改革の方針今後の行政改革の方針
(2004年12月閣議決定)

行政情報化推進基本計画の改定
（1997年12月閣議決定）

行政情報化推進基本計画行政情報化推進基本計画の改定の改定
（1997年12月閣議決定）

世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成

教育・学習の振興と人材育成

電子商取引等の促進

行政の情報化（電子政府の実現） ，公共分野の情報化

高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保

重
点
政
策
分
野

行政の情報化（電子政府の実現）

加速化５分野 先導的７分野

行政の情報化行政の情報化社会全体の情報化社会全体の情報化

ＩＴ政策パッケージ-2005
(2005年2月IT戦略本部決定)

ＩＴ政策ＩＴ政策パッケージパッケージ--20052005
(2005年2月IT戦略本部決定)



「電子政府構築計画」について「電子政府構築計画」について
（（2003.7.172003.7.17 CIOCIO連絡会議決定。連絡会議決定。2004.6.142004.6.14改定）改定）

□目標：『利用者本位の行政サービスの提供』、『予算効率の高い簡素な政府』を
実現する（計画期間：2003年度から2005年度末まで。毎年度見直し）

国民の利便性・サービスの向上国民の利便性・サービスの向上 ＩＴ化に対応した業務改革ＩＴ化に対応した業務改革

共通的な環境整備（電子政府を構築するための環境を整備）共通的な環境整備（電子政府を構築するための環境を整備）

国民が、24時間365日ノンストップで
必要な情報を容易に入手し、ワンストッ
プで（インターネット上の一つの窓口
で）行政サービスを受けられるようにす
る

業務を抜本的に見直し、人事・給与等
各府省に共通する業務における共通シス
テムの利用、定型的業務の外部委託など
により、業務・システムを効率化・合理
化する

□施策の基本方針

各府省に情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官（原則、外部専門家）を配置するなど推
進体制を強化、セキュリティ対策、個人情報保護対策を充実・強化

□各府省計画 「施策の基本方針」に沿って、各府省が実施する具体的取組



電子政府の推進体制電子政府の推進体制

情報システムに係る政府
調達関係府省連絡会議

情報システムに係る政府情報システムに係る政府
調達関係府省連絡会議調達関係府省連絡会議

行政情報システム関係課長
連絡会議

行政情報システム関係課長行政情報システム関係課長
連絡会議連絡会議

各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議

議 長：内閣官房副長官補

副議長：総務省行政管理局長
構成員：各府省ＣＩＯ（官房長、局長等）

2002.9.18設置

電子行政推進国・地方
公共団体協議会

電子行政推進国・地方電子行政推進国・地方
公共団体協議会公共団体協議会

構成員：関係府省担当課長
都道府県･市町村担当部課長

2003.8.29設置

各府省情報化統括責任者
（ＣＩＯ）補佐官等連絡会議

各府省情報化統括責任者各府省情報化統括責任者
（ＣＩＯ）補佐官等連絡会議（ＣＩＯ）補佐官等連絡会議
主査： CIO連絡会議に参加する有識者
構成員：各府省のCIO補佐官、

CIO連絡会議に参加する有識者

2003.12.26設置

幹事会幹事会幹事会

2002.11.1設置

議 長：内閣官房内閣審議官

副議長：総務省行政管理局行政情報ｼｽﾃﾑ企画課長
構成員：各府省政策担当課長

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
（ＩＴ戦略本部）

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
（ＩＴ戦略本部）（ＩＴ戦略本部） 本部長：内閣総理大臣

本部員：全閣僚及び民間有識者

2001.1.6設置

情報セキュリティ政策会議情報セキュリティ政策会議情報セキュリティ政策会議

2005.5.30設置

事務局：総務省・財務省・経済産業省
構成員：課長

事務局：総務省
構成員：各府省情報ｼｽﾃﾑ担当課長

○○システム関
係府省会議

（例）自動車保有関係手続のワンストップサービス

推進関係省庁連絡会議

2002.9.19設置 2001.12.6.設置

議 長：内閣官房長官
議長代理：IT担当大臣
構成員：国家公安委員会委員長、

防衛庁長官、総務大臣、経済
産業大臣及び民間有識者



ＬＡＮ等ネットワーク基盤の整備ＬＡＮ等ネットワーク基盤の整備

• 本省庁 0.9人／台（整備対象 5万1千人）

• 行政機関全体 1.3人／台（整備対象 42万7千人）
（参考） 地方公共団体（2001年度） 都道府県 1.1人／台、 市区町村 1.7人／台、 全体 1.5人／台

• 本省庁 0.9人／台（整備対象 5万1千人）

• 行政機関全体 1.3人／台（整備対象 42万7千人）
（参考） 地方公共団体（2001年度） 都道府県 1.1人／台、 市区町村 1.7人／台、 全体 1.5人／台

パソコン整備率（２００２年４月１日現在）パソコン整備率（２００２年４月１日現在）

• すべての本省庁で整備済。地方支分部局は約50％
（参考）地方公共団体 すべての都道府県、政令指定都市で整備済

全体で、2,924団体が整備（88.8％）

• すべての本省庁で整備済。地方支分部局は約50％
（参考）地方公共団体 すべての都道府県、政令指定都市で整備済

全体で、2,924団体が整備（88.8％）

府省内LANの整備（２００２年４月１日現在）府省内LANの整備（２００２年４月１日現在）

• 1997年1月から運用開始
• 2004年10月現在、全本省庁等30機関が利用
• 電子メール、公文書交換、掲示板・DB（法令・統計等）による情報交換、情報共有を実施

• 1997年1月から運用開始
• 2004年10月現在、全本省庁等30機関が利用
• 電子メール、公文書交換、掲示板・DB（法令・統計等）による情報交換、情報共有を実施

WAN（霞が関WAN）の整備WAN（霞が関WAN）の整備

• 2002年4月から霞が関WANと総合行政ネットワーク（LGWAN。全地方公共団体を結ぶネットワーク）
とを相互接続

• 電子メール、公文書交換などを運用中
※LGWANには、2004年10月現在、全地方公共団体が参加済み（但し、災害による全島避難のため未参加の東京都三宅村を除く）

• 2002年4月から霞が関WANと総合行政ネットワーク（LGWAN。全地方公共団体を結ぶネットワーク）
とを相互接続

• 電子メール、公文書交換などを運用中
※LGWANには、2004年10月現在、全地方公共団体が参加済み（但し、災害による全島避難のため未参加の東京都三宅村を除く）

国・地方を通ずるネットワークの整備国・地方を通ずるネットワークの整備



霞が関ＷＡＮの運用霞が関ＷＡＮの運用

情報の円滑な流通、共有を図るため、各府省のＬＡＮを相互に接続する国の行政

機関のネットワーク

1997年1月から運用開始し、全府省が接続。府省間の各種協議、調整のツールと
して活用

2002年4月から地方公共団体のネットワークである総合行政ネットワーク
（LGWAN）と接続し、国・地方公共団体間における情報の伝達、共有を円滑化
2004年4月から司法情報通信システムとも相互接続

セキュリティ
ルータ

セキュリティ
ルータ

セキュリティ
ルータ

セキュリティ
ルータ

C省
地方支分部局
ＬＡＮ

C省
地方支分部局
ＬＡＮ

専 用 回 線

B省LANB省LAN

霞が関ＷＡＮ
運用センター

霞が関ＷＡＮ
運用センター

C省LANC省LAN A省LANA省LAN

LGWANとの
相互接続用システム

LGWANとの
相互接続用システム

Ａ県ＬＡＮＡ県ＬＡＮ

Ａ県Ｃ町
ＬＡＮ

Ａ県Ｃ町
ＬＡＮ

Ｂ府ＬＡＮＢ府ＬＡＮ

LGWANﾈｯﾄﾜｰｸ
ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

LGWANﾈｯﾄﾜｰｸ
ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

A県ＮＯＣA県ＮＯＣ

Ａ県Ｂ市
ＬＡＮ

Ａ県Ｂ市
ＬＡＮ

B府ＮＯＣB府ＮＯＣ

Ｂ府Ｅ市
ＬＡＮ

Ｂ府Ｅ市
ＬＡＮ

Ｂ府Ｄ村
ＬＡＮ

Ｂ府Ｄ村
ＬＡＮ

専用回線

霞が関ＷＡＮとの
相互接続用システム

霞が関ＷＡＮとの
相互接続用システム

ファイア
ウォール

ファイア
ウォール

LGWAN接続状況（2004年3月末現在）
都道府県 100％
市町村 100％（三宅村を除く）


